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大口町ホームステイ活動補助金交付要綱 

 

大口町ホームステイ事業補助金交付要綱（平成５年大口町告示第６０号）の全

部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、国際交流事業の一環として、町民が行うホームステイ活動に

対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することにより、町民の国際化に対す

る意識の高揚や人材を育成するとともに、草の根レベルの国際交流活動の推進

を図ることを目的とする。 

（補助対象） 

第２条 この要綱において補助の対象とするホームステイ活動は、次に該当し、か

つ、町長が国際交流事業として適当と認めた事業とする。 

(1) 町民が自主的に外国人を自宅等に招き実施する滞在期間が５日以上のホー

ムステイ活動（他の機関等のあっ旋により来町した外国人を除く。） 

(2) 町又は町の機関の要請により外国人を自宅等に招き実施するホームステイ

活動 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、外国人一人１日当たり２，０００円で算出する額とし、３

万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ホーム

ステイを開始する日の７日前までに、ホームステイ活動補助金交付申請書（様

式第１）を提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第５条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の額を決定し、ホーム

ステイ活動補助金交付決定通知書（様式第２）により、申請者に通知するもの

とする。 
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（補助金の請求） 

第６条 補助金の交付決定を受けた申請者は、請求書（様式第３）を町長に提出す

るものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 町長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、当該請求額の補助

金を交付するものとする。 

（実績報告） 

第８条 申請者は、補助対象事業の終了後速やかに、ホームステイ活動補助金実績

報告書（様式第４）を、町長に提出しなければならない。 

附 則（平成１３年５月２４日告示第４８号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月３０日 大口町告示第４７号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



様式第１（第４条関係） 

ホームステイ活動補助金交付申請書 

年  月  日 

大口町長        様 

申請者    

住所 大口町            

TEL                

氏名                  

 

 下記のとおり、ホームステイ活動補助金を交付されるように、大口町ホームステ

イ活動補助金交付要綱第４条の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

補助金交付申請額                円 

 

ホームステイ滞在期間    年  月  日～    年  月  日 

 

ホームステイを行う目的 

 

ホームステイをする者の内容 

氏   名  

居 住 国  

国内滞在期間  

渡 航 目 的 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２（第５条関係） 

ホームステイ活動補助金交付決定通知書 

第     号 

 年  月  日 

             様 

 

大口町長         印   

 

年  月  日申請のあったホームステイ活動補助金については、大口

町ホームステイ活動補助金交付要綱第５条の規定により、金        円を

交付することに決定したので、下記条件を付し通知する。 

 

記 

 

交付条件 

 

  本経費が目的外に使用されたと認めるときは返納するものとする。 

 

 

  



様式第３（第６条関係） 

請 求 書 

年  月  日 

大口町長        様 

申請者                

住所 大口町            

TEL                

氏名                

 

年  月  日    第   号で交付決定のあったホームステイ活動補

助金を下記のとおり請求します。 

 

記 

 
 請 求 金 額  金         円 

  



様式第４（第８条関係） 

ホームステイ活動補助金実績報告書 

年  月  日 

大口町長        様 

住所 大口町             

TEL                 

氏名             

 

年  月  日で交付された事業が完了したので、大口町ホームステイ活動

補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり報告します。 

 

記 

 

補助金交付決定額               円 

 

ホームステイ滞在期間     年  月  日～   年  月  日 

 

ホームステイの成果 

 

 

 

 

（印象や感想を記入してください。） 

 

 

 

 

 

（写真等を提出してください。） 

 

 

 

 

 


